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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エンジンと、バッテリと、上記エンジンの始動時に上記バッテリの電力により駆動されて
上記エンジンを始動する回転電機と、上記回転電機内部を冷却するファンと、上記エンジ
ンの回転軸と上記回転電機の回転軸との間に設けられ、上記エンジンおよび上記回転電機
の間で回転駆動力を伝達する回転伝達機構と、上記回転電機と上記回転伝達機構の間に設
けられ、上記回転電機と上記回転伝達機構との間の回転伝達を連結又は解除する回転電機
用クラッチとを備え、
上記エンジンの停止時において、上記回転電機用クラッチにより上記回転電機と上記回転
伝達機構との間の回転伝達を解除し、上記回転電機を上記バッテリにより回転駆動して、
上記回転電機の内部を冷却することを特徴とする車両用駆動装置。
【請求項２】
上記回転電機の内部に、上記エンジンの始動時に上記バッテリの直流電力を交流電力に変
換して上記回転電機に供給するとともに、上記エンジンの始動後は上記回転電機で発生す
る交流電力を直流電力に変換して上記バッテリを充電するインバータユニットを配設した
ことを特徴とする請求項１に記載の車両用駆動装置。
【請求項３】
上記エンジンの停止時は、上記エンジンのアイドリングストップ制御における停止時であ
ることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車両用駆動装置。
【請求項４】
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上記回転電機の内部の温度を検出する温度センサを設け、上記温度センサの検出出力が所
定値を超える場合、上記回転電機を上記バッテリにより回転駆動して、上記回転電機の内
部を冷却することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の車両用駆動
装置。
【請求項５】
エンジンと、バッテリと、上記エンジンの始動時に上記バッテリの電力により駆動されて
上記エンジンを始動する回転電機と、上記回転電機内部を冷却するファンと、上記エンジ
ンの回転軸と上記回転電機の回転軸との間に設けられ、上記エンジンおよび上記回転電機
の間で回転駆動力を伝達する回転伝達機構と、上記回転電機と上記回転伝達機構の間に設
けられ、上記回転電機と上記回転伝達機構との間の回転伝達を連結又は解除する回転電機
用クラッチと、補機と、上記補機の回転軸と上記回転電機の回転軸との間に設けられ、上
記補機および上記回転電機の間で回転駆動力を伝達する第２の回転伝達機構と、上記第２
の回転伝達機構における回転伝達を連結又は解除する補機用クラッチを備え、
上記エンジンの停止時において、上記回転電機用クラッチにより上記回転電機と上記回転
伝達機構との間の回転伝達を解除するとともに、上記補機用クラッチにより第２の回転伝
達機構における回転伝達を解除し、上記回転電機を上記バッテリにより回転駆動して、上
記回転電機の内部を冷却することを特徴とする車両用駆動装置。
【請求項６】
上記回転電機の内部に、上記エンジンの始動時に上記バッテリの直流電力を交流電力に変
換して上記回転電機に供給するとともに、上記エンジンの始動後は上記回転電機で発生す
る交流電力を直流電力に変換して上記バッテリを充電するインバータユニットを配設した
ことを特徴とする請求項５に記載の車両用駆動装置。
【請求項７】
上記エンジンの停止時は、上記エンジンのアイドリングストップ制御における停止時であ
ることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の車両用駆動装置。
【請求項８】
上記回転電機の内部の温度を検出する温度センサを設け、上記温度センサの検出出力が所
定値を超える場合、上記回転電機を上記バッテリにより回転駆動して、上記回転電機の内
部を冷却することを特徴とする請求項５から請求項７のいずれか１項に記載の車両用駆動
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エンジンと、エンジンを始動させる回転電機を備えた車両用駆動装置に係
り、アイドリングストップによるエンジン停止時等において、回転電機の冷却を向上する
ことができる車両用駆動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両走行中における信号待ちといった一時的な車両停止時に内燃機関の運転を停
止させ、運転者の始動要求に応じて内燃機関の運転を再開させるいわゆるアイドリングス
トップ制御機能を備える車両が提案されている。このような内燃機関の自動運転停止・運
転再開機能を備える車両では、内燃機関および補機とファンベルトを介して連動可能に連
結されている補機駆動用電動機が備えられており、内燃機関の運転停止時には補機駆動用
電動機によってコンプレッサ等の補機が駆動され、内燃機関の運転時には内燃機関によっ
て補機が駆動される。また、補機駆動用電動機による補機駆動時に内燃機関を駆動系から
遮断して補機駆動用電動機の負荷を軽減するために、内燃機関のクランクシャフトとプー
リの間には内燃機関と補機駆動用電動機との連結を解放・継合するクラッチ（継合機構）
が配置されている。
【０００３】
　補機駆動用電動機は、内燃機関の運転を再開する際に内燃機関を始動させる電動機とし
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ても機能し、内燃機関の運転開始時にはクラッチによって内燃機関と補機駆動中の補機駆
動用電動機との連結が継合されることにより内燃機関の回転数が始動回転数まで上昇させ
られる（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２４８４７０（段落［０００２］、［０００３］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の装置においては、アイドリングストップして内燃機関が停止
した場合であって、補機駆動用電動機がコンプレッサ等の補機を駆動していない時は、電
動機は回転していないので、熱慣性や内燃機関からの受熱に対し、冷却風を流して温度を
下げることはできない。
　次にアイドリングストップを解除してエンジンを始動する際には、回転電機に電流を流
して短時間にトルクを発生させる。その時間はおよそ０．５秒以内くらいである。この時
間が長くなるとエンジン始動が遅れ、自動車が動く時間が遅れて快適性や安全性を損なう
という問題がある。また、始動時間を短くするほど快適性、安全性を向上することができ
る。始動時間を早くするには短時間に大きな電流を流すことになるので発熱が大きくなる
。ここでアイドリング中に十分に冷却されていることが重要になり、回転電機に通電し始
めるときの温度を低く抑えるほど大きな電流を流すことが出来るので自動車の快適性を向
上できる。アイドリング中の温度をより低くするためにはアイドリング中にも回転電機単
独で回転し、ファンによる冷却風で回転電機を冷却することが有効である。
【０００６】
　この発明は上記のような課題を解消するためになされたものであり、アイドリングスト
ップ制御により内燃機関が停止した状態で、かつコンプレッサ等の補機を駆動していない
場合等においても、単独で回転電機を回転することができ、熱慣性やエンジンからの受熱
により回転電機の温度が上昇することを防止する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明に係る車両用駆動装置は、エンジンと、バッテリと、エンジンの始動時にバ
ッテリの電力により駆動されてエンジンを始動する回転電機と、回転電機内部を冷却する
ファンと、エンジンの回転軸と回転電機の回転軸との間に設けられ、エンジンおよび回転
電機の間で回転駆動力を伝達するプーリおよび伝動ベルトで成る回転伝達機構と、回転電
機と回転伝達機構の間に設けられ、回転電機と回転伝達機構との間の回転伝達を連結又は
解除する回転電機用クラッチとを備え、エンジンの停止時において、回転電機用クラッチ
により回転電機と回転伝達機構との間の回転伝達を解除し、回転電機をバッテリにより回
転駆動して、回転電機の内部を冷却することを特徴とする。
【０００８】
　また、第２の発明に係る車両用駆動装置は、エンジンと、バッテリと、エンジンの始動
時にバッテリの電力により駆動されてエンジンを始動する回転電機と、回転電機内部を冷
却するファンと、エンジンの回転軸と回転電機の回転軸との間に設けられ、エンジンおよ
び回転電機の間で回転駆動力を伝達するプーリおよび伝動ベルトで成る回転伝達機構と、
回転電機と回転伝達機構の間に設けられ、回転電機と回転伝達機構との間の回転伝達を連
結又は解除する回転電機用クラッチと、補機と、補機の回転軸と回転電機の回転軸との間
に設けられ、補機および回転電機の間で回転駆動力を伝達するプーリおよび伝動ベルトか
ら成る第２の回転伝達機構と、第２の回転伝達機構における回転伝達を連結又は解除する
補機用クラッチを備え、エンジンの停止時において、回転電機用クラッチにより回転電機
と回転伝達機構との間の回転伝達を解除するとともに、補機用クラッチにより第２の回転
伝達機構における回転伝達を解除し、回転電機をバッテリにより回転駆動して、回転電機
の内部を冷却することを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００９】
　第１の発明の車両用駆動装置によれば、エンジンの回転軸と回転電機の回転軸との間に
、エンジンおよび回転電機の間で回転駆動力を伝達する回転伝達機構を備え、回転電機と
回転伝達機構の間に設けられた回転電機用クラッチにより、回転電機と回転伝達機構との
間の回転伝達を連結又は解除するようにしたので、エンジンが停止している場合にも、回
転電機を回転駆動することができ、回転電機に設置したファンの回転により回転電機本体
を冷却することができる。
【００１０】
　第２の発明の車両用駆動装置によれば、エンジンの回転軸と回転電機の回転軸との間に
、回転駆動力を伝達する回転伝達機構を備え、補機の回転軸と回転電機の回転軸との間に
、回転駆動力を伝達する第２の回転伝達機構を備え、回転電機と回転伝達機構の間に設け
られた回転電機用クラッチにより、回転電機と回転伝達機構との間の回転伝達を連結又は
解除するとともに、補機用クラッチにより第２の回転伝達機構における回転伝達を連結又
は解除するようにしたので、エンジンが停止している場合にも、回転電機を回転駆動する
ことができ、回転電機に設置したファンの回転により回転電機本体を冷却することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、この発明を実施するための最良の形態を図に基づいて説明する。
【００１２】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による回転電機およびエンジンを搭載した車両用駆動装
置を示す概略構成図である。
【００１３】
　図１において、エンジン１は車両の駆動力源であり、エンジン１のクランクシャフト（
図示せず）には、出力トルクを増幅するトルクコンバータ（図示せず）と、最大減速比と
最小減速比の間で減速比を変更可能な変速装置１２２が結合されている。変速装置１２２
の動力軸はドライブシャフト１２４、ディファレンシャルギヤ１２５、車軸１２６を介し
て車輪１２７と結合されている。
【００１４】
　回転電機２には、インバータユニット４が配設され、このインバータユニット４にはバ
ッテリ５が接続されている。エンジン１の始動時に、直流電力がバッテリ５からインバー
タユニット４に給電され、インバータユニット４によって（三相）交流電力に変換され、
この（三相）交流電力が回転電機２に給電されて、回転電機２が運転される。そして、回
転電機２の回転動力がエンジン１に伝達されて、エンジンが始動される。そして、エンジ
ン始動後は、エンジン１の回転動力が回転電機２に伝達される。
【００１５】
　エンジン１のクランクシャフトに連結される回転軸１ａにはプーリ１ｂが、回転電機２
の回転軸２ａにはプーリ２ｂがそれぞれ配設されている。エンジン１側のプーリ１ｂと回
転電機２側のプーリ２ｂの間には、回転電機２の駆動力によってエンジン１を始動させる
又はエンジン１の駆動力を回転電機２に伝達させるための伝動ベルト６が懸架されている
。
【００１６】
　回転電機２の回転軸２ａ、つまり回転電機２とプーリ２ｂの間には、回転電機用クラッ
チ３が配設されている。なお、このクラッチ３は図１に示すようにプーリ２ｂと別に備え
られても良いし、プーリ２ｂに内蔵されても良い。この回転電機用クラッチ３によって、
回転電機２と伝動ベルト４との間における動力伝達の切断および接続が行われる。
【００１７】
　さらに、回転電機２には、回転電機内部の温度を検出する温度センサ７が設けられてい
る。温度センサ７の検出出力は、ＥＣＵ１０に入力される。ＥＣＵ１０は、後述するよう
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に、電子制御ユニット（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）であり、エ
ンジン１の各種制御（アイドリングストップ制御を含む）を行うと共に、回転電機２のイ
ンバータユニット４のスイッチング制御や、回転電機用クラッチ３のＯＮ／ＯＦＦ制御を
実施する。
【００１８】
　図２はこの発明の実施の形態１による回転電機に関する回路構成を示す図である。
【００１９】
　図２において、回転電機２は、電機子の電機子巻線２４と回転子の界磁巻線２１とを備
えている。インバータユニット４は、複数のスイッチング素子４１と各スイッチング素子
４１に並列に接続されたダイオード４２からなるインバータモジュール４０と、このイン
バータモジュール４０に並列に接続されたコンデンサ４３とを備えている。そして、イン
バータモジュール４０は、それおぞれ並列に接続されたスイッチング素子４１およびダイ
オード４２から成る上アーム、下アームの組を直列に接続したものを、並列に３個（三相
に対応）配置して構成されている。
【００２０】
　電機子巻線２４の各Ｙ結線（スター結線）端部が、交流配線９を介して、直列に接続さ
れたスイッチング素子４１の中間点にそれぞれ接続されている。また、バッテリ５の正極
側端子及び負極側端子が、直列配線８を介してインバータモジュール４０の正極側および
負極側にそれぞれ接続されている。
【００２１】
　インバータモジュール４０において、ＥＣＵ１０によりスイッチング素子４１のスイッ
チング動作が制御される。また、ＥＣＵ１０は、界磁電流制御装置４５を制御して界磁巻
線２１に流す界磁電流を調整する。
【００２２】
　図３はこの発明の実施の形態１による回転電機の構造を示す側面断面図である。
【００２３】
　図３において、回転電機２は、フロントブラケット１８とリヤブラケット１９とからな
るケースと、当該ケース内に回転自在に配設されたシャフト１６と、シャフト１６に固着
され界磁巻線２１を備えた回転子２０と、電機子巻線２４が巻回された電機子鉄心２３を
備え回転子２０を囲むように配設された電機子２２を備えている。そして、フロントブラ
ケット１８とリヤブラケット１９が通しボルト２５により締着一体化されている。回転子
２０の軸方向両端部にはファン２８がそれぞれ固着されている。シャフト１６のリヤ側に
は一対のスリップリング２９が装着されている。そして、ブラシホルダ３０がシャフト１
６のリヤ側外周に位置するようにリヤブラケット１９の内壁面に配設され、一対のブラシ
３１がスリップリング２９に摺接するようにブラシホルダ３０内に配設されている。また
、吸気孔１８ａ、１９ａがフロントブラケット１８およびリヤブラケット１９の端面に設
けられ、排気孔１８ｂ、１９ｂがフロントブラケット１８およびリヤブラケット１９の側
面に設けられている。なお、図示していないが、シャフト１６と図１の回転軸２ａは連結
されている。
【００２４】
　インバータユニット４は、絶縁性樹脂からなるケース４６と、ケース４６に一体に形成
されたヒートシンク４７とから構成されている。このヒートシンク４７は銅、アルミニウ
ム等の良熱伝導性金属を用い、軸方向に延びるフィン４７ａが周方向に等角ピッチでヒー
トシンク４７の内壁面に設けられている。そして、回路基板４８が電気的絶縁状態でヒー
トシンク４７上に配設されてケース４６内に収納されている。この回路基板４８には、イ
ンバータユニット４を構成するスイッチング素子４１、ダイオード４２、コンデンサ４３
が搭載されている。
【００２５】
　このように構成されたインバータユニット４は、ヒートシンク４７がリヤブラケット１
９のベアリングボックス１９ｃを囲むように、リヤブラケット１９の端面に直接取り付け
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られている。そして、電機子巻線２４のＹ結線端部から延びる三相線２０１、２０２、２
０３がリヤブラケット１９から延出し、インバータユニット４に電気的に接続されている
。さらに、バッテリからの直流配線がインバータユニット４の電源端子４９に接続されて
いる。
【００２６】
　図４はこの発明の実施の形態１によるＥＣＵ（電子制御ユニット）の構成を示すブロッ
ク図である。
【００２７】
　図において、ＥＣＵ１０は、各種演算処理を実行する中央演算処理装置としてのＣＰＵ
１１、各種制御プログラムを格納したＲＯＭ１２、各種データを格納するＲＡＭ１３、バ
ックアップＲＡＭ１４（以下、Ｂ／Ｕ　ＲＡＭと称する）等を中心に論理演算回路として
構成されている。
【００２８】
　ここで、ＲＯＭ１２は、各種制御プログラムや各種制御プログラムを実行する際に参照
されるマップ等が記憶されるメモリであり、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記憶された各種
制御プログラムやマップに基づいて演算処理を実行する。また、ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１
１での演算結果や各センサから入力されたデータ等を一時的に記憶するメモリであり、Ｂ
／Ｕ　ＲＡＭ１４は制御装置の電源ＯＦＦ時に保存すべきデータを記憶する不揮発性のメ
モリである。そして、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、及びＢ／Ｕ　ＲＡＭ１４は
、各種センサからの検出信号を入力する入力ポート１５及び各種アクチュエータに制御信
号を出力する出力ポート１６に対しバス１７を介して接続されている。
【００２９】
　ＥＣＵ１０の入力ポート１５には、手動キー操作によりエンジンを始動又は停止するイ
グニッションスイッチ５１、エンジンの回転数を検出する回転数センサ５２、車速を検出
する車速センサ５３、変速装置のニュートラル位置を検出するニュートラルスイッチ５４
、エンジンの冷却水温を検出する水温センサ５５、クラッチペダル（図示略）を軽く踏込
んだときにＯＮ（オン）となるクラッチアッパスイッチ５６、クラッチペダルを一杯に踏
込んだときにＯＮとなるクラッチロアスイッチ５７、回転電機内部の温度を検出する温度
センサ７、エンジンのアイドル運転を検出するアイドルスイッチ６２、電源を供給するバ
ッテリ５等の信号線が接続されている。
【００３０】
　このうち、アイドルスイッチ６２は、エンジン１のスロットルバルブ（図示略）等に設
けられ、スロットル開度によりエンジン１のアイドル運転を検出する。
【００３１】
　また、ＥＣＵ１０の出力ポート１６には、エンジンの点火プラグ（図示略）を火花点火
するイグナイタ７１、エンジンに燃料を噴射供給するインジェクタ（燃料噴射弁）７２、
イグニッションスイッチ７１のＯＮまたは自動始動制御による始動信号によりエンジンを
クランキングする回転電機２、アイドル空気流量を調整するＩＳＣ（Ｉｄｌｅ　Ｓｐｅｅ
ｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）バルブ７４、回転電機用のクラッチ３等の信号線が接続されている
。
【００３２】
　このうち、ＩＳＣバルブ７４は、スロットルバルブを迂回して吸気するバイパス通路に
設けられ、このバイパス通路を開閉することによりアイドル時のアイドル空気流量を調整
する。
【００３３】
　そして、ＥＣＵ１０は、入力ポート１５からの信号を入力し、エンジン１の各種制御（
アイドリングストップ制御を含む）を行うと共に、回転電機２のインバータユニット４の
スイッチング制御、回転電機用クラッチ３のＯＮ／ＯＦＦ制御等を実施するものである。
【００３４】
　次に、この発明の実施の形態１による車両用駆動装置の動作を図５に基づいて説明する
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。図５は車両のそれぞれの状態における、エンジン、回転電機用クラッチ、回転電機の動
作状況を示すものである。
【００３５】
Ｉ．車両走行中
（ａ）車両が走行中であり、回転電機２の冷却又は発電を必要とする場合
　図１において、車両の走行中は、エンジン１は車両の駆動源となり、クランクシャフト
（図示せず）及び回転軸１ａを介してエンジン側プーリ１ｂ、伝動ベルト６、回転電機側
プーリ２ｂが回転駆動されている。この時、回転電機用クラッチ３は、ＥＣＵ１０により
ＯＮ制御されており、回転電機用プーリ２ｂの回転駆動が、回転軸２ａを介して回転電機
２のシャフト１６に伝達される。
【００３６】
　回転電機２が回転駆動されることにより、図３において、回転子２０が回転駆動されて
、ファン２８が回転する。これにより、図３中矢印に示すように、冷却風が吸気孔１８ａ
、１９ａからフロント及びリヤブラケット１８、１９内に導入され、ファン２８により遠
心方向に曲げられて排気孔１８ｂ、１９ｂから排出される冷却風の流れが形成される。そ
して、この冷却風により、電機子巻線２４が冷却される。この時、冷却風が、ヒートシン
ク４７のフィン４７ａに沿って流れ、スイッチング素子４１およびダイオード４２で発生
した熱がフィン４７ａを介して冷却風に放熱される。
【００３７】
　一方、回転電機２の回転子２０が回転駆動されて電機子巻線２４に三相交流電力が誘起
される。そこで、ＥＣＵ１０の指令により図２に示すインバータユニット４の各スイッチ
ング素子４１をＯＮ／ＯＦＦ制御することにより、電機子巻線２４に誘起された三相交流
電力を直流に変換して、バッテリ５を充電する。
【００３８】
（ｂ）車両が走行中であり、回転電機２の冷却及び発電を必要としない場合
　図１において、エンジン１の回転駆動力は、クランクシャフト（図示せず）及び回転軸
１ａを介してエンジン側プーリ１ｂ、伝動ベルト６、回転電機側プーリ２ｂに伝達されて
いる。しかしながら、この時、ＥＣＵ１０により回転電機用クラッチ３をＯＦＦ制御する
ことにより、回転電機用プーリ２ｂの回転駆動力が、回転軸２ａを介して回転電機２のシ
ャフト１６に伝達されない。したがって、回転電機２は停止状態となる。
【００３９】
ＩＩ．アイドリングストップ制御時
　まず、エンジンのアイドリングストップにおける自動停止制御について説明する。図６
はＥＣＵ１０内のＣＰＵ１１による自動停止又は始動制御の処理手順を示すフローチャー
トであり、図７は図６におけるエンジンの自動停止条件を示す説明図である。
【００４０】
　図６において、まず、ステップＳ１０１で、エンジンの自動停止条件が成立しているか
が判定される。ここで、エンジンの自動停止条件として、例えば、図７に示すように、「
回転数センサ５２で検出される機関回転数が所定値以下」、「ニュートラルスイッチ５４
がＯＮ」、「水温センサ５５で検出される冷却水温が所定値以上」、「車両が停止状態」
が設定されている。これらの条件を全て満足するとステップＳ１０２に移行する。
【００４１】
　ステップＳ１０２では、エンジンの自動停止条件が満足されたとして、エンジンの停止
作業が行なわれる。ここで、エンジンの停止制御としては、燃料噴射量が停止（フューエ
ルカット）され、エンジンが停止される。そして、ステップＳ１０３のエンジンの自動始
動条件が成立するまでエンジンは停止されたままとなる。
【００４２】
（ｃ）アイドリングストップ制御の自動停止時に、回転電機の冷却が不要な場合
　図１において、エンジン１は停止されており、回転電機２も停止されている。なお、回
転電機用クラッチ３は、ＥＣＵ１０によりＯＮ制御され、回転電機用プーリ２ｂと回転電
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機２の回転軸２ａは連結されている。
【００４３】
（ｄ）アイドリングストップ制御の自動停止時に、回転電機の冷却が必要な場合
　図１において、エンジン１は停止されているので、エンジン１により回転電機２を回転
駆動することはできない。この時、ＥＣＵ１０は回転電機用クラッチ３をＯＦＦ制御し、
エンジン１の回転軸１ａと回転電機２の回転軸２ａの連結を解除する。一方、図２におい
て、バッテリ５の直流電力を直流配線８を介してインバータユニット４に給電する。そし
て、ＥＣＵ１０がインバータモジュール４の各スイッチング素子４１をＯＮ／ＯＦＦ制御
し、直流電力を三相交流電力に変換する。そして、この三相交流電力を交流配線９を介し
て回転電機２の電機子巻線２４に供給する。これにより、界磁電流制御装置４５により界
磁電流が供給されている回転子の界磁巻線２１の周囲に回転磁界が与えられ、回転子２０
が回転駆動される。
【００４４】
　回転子２０が回転駆動されると、ファン２８が回転し、図３中矢印に示すように、冷却
風が吸気孔１８ａ、１９ａからフロント及びリヤブラケット１８、１９内に導入され、排
気孔１８ｂ、１９ｂから排出される。そして、この冷却風により、電機子巻線２４が冷却
されると同時に、回転電機２内に配設したインバータユニット４も冷却される。
【００４５】
　なお、アイドリングストップ制御の自動停止時等に、回転電機の冷却が必要な場合とし
て、回転電機２に設置した温度センサ７により内部を温度を検出し、内部温度が所定の閾
値を超えた場合とすれば、好ましい。この時、ＥＣＵ１０が回転電機２を回転駆動制御す
ることとなる。
【００４６】
ＩＩＩ．始動時
　まず、エンジンのアイドリングストップにおける自動始動制御について説明する。図６
はＥＣＵ１０内のＣＰＵ１１による自動停止又は始動制御の処理手順を示すフローチャー
トであり、図８は図６におけるエンジンの自動始動条件を示す説明図である。
【００４７】
　図６において、まず、ステップＳ１０３で、エンジンの自動始動条件が成立するかどう
かが判定される。ここで、エンジンの自動始動条件としては、例えば、図８に示すように
、「エンジンが停止中」、「クラッチロアスイッチ５７がＯＮ」が設定されている。これ
らの条件を全て満足するときには、エンジンの自動始動条件が成立するとして、エンジン
停止条件フラグが「ＯＮ」から「ＯＦＦ」とされる。
【００４８】
　ステップＳ１０３の判定条件が成立、即ち、「エンジンが停止中」、「クラッチロアス
イッチ２７がＯＮ」とエンジンの自動始動条件の全てを満足し、エンジン停止条件フラグ
が「ＯＦＦ」であるときにはエンジンの始動制御の実行が可能であるとしてステップＳ１
０４に移行し、エンジンの自動始動処理が行われる。
【００４９】
　エンジンの自動始動処理において、ＥＣＵ１０は、まず回転電機用クラッチ３をＯＮ制
御し、エンジン１の回転軸１ａと回転電機２の回転軸２ａの連結を行う。一方、図２にお
いて、バッテリ５から直流配線８を介して直流電力がインバータユニット４に給電される
。そして、ＥＣＵ１０はインバータモジュール４の各スイッチング素子４１をＯＮ／ＯＦ
Ｆ制御し、直流電力が三相交流電力に変換される。そして、この三相交流電力が交流配線
９を介して回転電機２の電機子巻線２４に供給される。これにより、界磁電流制御装置４
５により界磁電流が供給されている回転子の界磁巻線２１の周囲に回転磁界が与えられ、
回転子２０が回転駆動される。
【００５０】
　そして、この回転子２０の回転動力が、回転軸２ａ、回転電機用クラッチ３、回転電機
用プーリ２ａ、ベルト６、エンジン側プーリ１ｂ、回転軸１ａを介してエンジン１に伝達
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されて、エンジン１が始動する。
【００５１】
　以上のように、この発明の実施の形態１によれば、エンジン１の回転軸１ａと回転電機
２の回転軸２ａとの間に、エンジン１および回転電機２の間で回転駆動力を伝達するプー
リ１ｂ、２ｂおよび伝動ベルト６で成る回転伝達機構を備え、回転電機２と回転伝達機構
の間に設けられた回転電機用クラッチ３により、回転電機２と回転伝達機構との間の回転
伝達を連結又は解除するようにしたので、エンジン１が回転している場合にも、停止して
いる場合にも、回転電機２を回転駆動することができ、回転電機２に設置したファン２８
の回転により回転電機本体を冷却することができる。
【００５２】
　特に、エンジン１のアイドリングストップ制御における停止時に、回転電機２を回転駆
動することができ、回転電機２に設置したファン２８の回転により回転電機本体を冷却す
ることができる。
【００５３】
　また、インバータユニット４を内部に設置した回転電機１において、エンジン１の停止
時においてもインバータユニット４を冷却することができる。
【００５４】
実施の形態２．
　図９はこの発明の実施の形態２による回転電機およびエンジンを搭載した車両用駆動装
置を示す概略構成図である。
【００５５】
　図９において、エンジン１は車両の駆動力源であり、回転電機２はエンジン１の運転を
再開する場合にエンジン１を始動させる役割を果たす。エンジン１及び回転電機２は、そ
れぞれ実施の形態１で説明したものと同様の構成・機能を有している。
【００５６】
　また、エンジン１の回転軸１ａにはプーリ１ｂが、回転電機２の回転軸２ａにはプーリ
２ｂがそれぞれ配設されている。そして、エンジン側のプーリ１ｂと回転電機側のプーリ
２ｂの間には、伝動ベルト６が懸架されている。さらに、回転電機２の回転軸２ａには、
回転電機用クラッチ３が配設されている。この回転電機用クラッチ３によって、回転電機
２と伝動ベルト４との間における動力伝達の切断および接続が行われる。
【００５７】
　一方、回転電機２の回転軸２ｃにはプーリ２ｄが、コンプレッサ等の補機９０の回転軸
９０ａにはプーリ９０ｂが、それぞれ配設されている。そして、回転電機側のプーリ２ｄ
と補機側のプーリ９０ｂの間には、伝動ベルト９５が懸架されている。さらに、回転電機
２の回転軸２ｃには、補機用クラッチ８０が配設されている。この補機用クラッチ８０に
よって、回転電機２と補機９０との間における動力伝達の切断および接続が行われる。
【００５８】
　次に、この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を図１０から図１６に基づ
いて説明する。図１０はエンジン回転、回転電機発電なし、エアコンディショナーＯＦＦ
の状態を、図１１はエンジン回転、回転電機発電あり、エアコンディショナーＯＦＦの状
態を、図１２はエンジン回転、回転電機発電あり、エアコンディショナーＯＮの状態を、
図１３はエンジン回転、回転電機発電なし、エアコンディショナーＯＮの状態を、図１４
はエンジン停止、回転電機冷却あり、エアコンディショナーＯＮの状態を、図１５はエン
ジン停止、回転電機冷却あり、エアコンディショナーＯＦＦの状態を、図１６はエンジン
始動、回転電機発電なし、エアコンディショナーＯＦＦの状態を、それぞれ示している。
【００５９】
（１）エンジン回転時
　まず、エンジン回転時におけるエアコンディショナ等のＯＮ／ＯＦＦについて説明する
。エアコンディショナをＯＮする場合には回転電機用クラッチ３と補機用クラッチ８０を
ＯＮする。この場合、エンジン１の回転トルクにより回転電機２の回転軸は駆動され、さ
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らに伝動ベルト９５を介して補機であるコンプレッサ９０が回転駆動される。このとき、
回転電機用クラッチ３または補機用クラッチ８０の少なくともいずれか１つをＯＦＦにす
れば、補機であるコンプレッサ９０は回転駆動されなく、エアーコンディショナーはＯＦ
Ｆとなる。
【００６０】
　次に、エンジン回転時における回転電機２の発電動作について説明する。補機であるコ
ンプレッサ９０が回転駆動されている状態、すなわち、回転電機用クラッチ３および補機
用クラッチ８０が共にＯＮの状態で、回転電機２による発電を行う場合は、実施の形態１
で説明したと同様、ＥＣＵ１０により、回転子の界磁巻線２１に通電するとともに、イン
バータユニット４の各スイッチング素子４１をＯＮ／ＯＦＦ制御する。その結果、回転電
機２の電機子巻線２４に誘起された三相交流電力は直流に変換されて、バッテリ５等に充
電される。一方、ＥＣＵ１０により回転子の界磁巻線２１に通電しないことで、回転電機
２の発電又は充電を停止することができる。
【００６１】
　エアーコンディショナーＯＦＦの状態において回転電機２による発電を行う場合は、回
転電機用クラッチ３をＯＮにし、補機用クラッチ８０をＯＦＦとしてコンプレッサ９０の
回転をＯＦＦにした状態にする。この場合、回転電機２の回転軸だけが回転している状態
であり、このとき回転子の界磁巻線２１に通電することで、回転電機の発電を行うことが
できる。そして、インバータユニット４のＯＮ／ＯＦＦ制御を実施し、回転電機２による
充電を行う。回転電機２の発電をしない場合は、ＥＣＵ１０により回転子の界磁巻線２１
に通電をを行わないことで、回転電機２の発電を停止することができるが、この場合には
、回転電機用クラッチ３もＯＦＦした方が、エンジン１へのトルク負荷が軽減できるとい
う利点がある。
【００６２】
（２）エンジン停止時
　エンジン停止時においてエアコディショナーをＯＮする場合は、回転電機用クラッチ３
をＯＦＦ、補機用クラッチ８０をＯＮにして、回転電機２を電動機として駆動して、補機
であるコンプレッサ９０を回転駆動させる。この場合、回転電機用クラッチ３のＯＦＦに
よりエンジン１とのトルク伝達はない。また、この状態では、回転電機２に搭載されたフ
ァンの回転で発生する冷却風により回転電機本体を冷却することができる。
【００６３】
　また、エアコンディショナーＯＦＦ（補機ＯＦＦ）の状態では、回転電機２を回転駆動
する必要は無いが、回転電機２本体を冷却する必要がある場合には、回転電機用クラッチ
３および補機用クラッチ８０をともにＯＦＦとして、回転電機２を電動機として駆動する
ことによりファンの回転で回転電機本体を冷却することができる。
【００６４】
（３）エンジン始動時
　エンジンの始動（アイドリングストップ状態から再始動も含む）は、回転電機用クラッ
チ３をＯＮした状態で、回転電機２を電動機として駆動することにより実施される。すな
わち、実施の形態１で説明したと同様、ＥＣＵ１０は、まず回転電機用クラッチ３をＯＮ
制御し、エンジン１の回転軸１ａと回転電機２の回転軸２ａの連結を行う。一方、図２に
おいて、バッテリ５から直流配線８を介して直流電力がインバータユニット４に給電され
る。そして、ＥＣＵ１０はインバータモジュール４の各スイッチング素子４１をＯＮ／Ｏ
ＦＦ制御し、直流電力が三相交流電力に変換される。そして、この三相交流電力が交流配
線９を介して回転電機２の電機子巻線２４に供給される。これにより、界磁電流制御装置
４５により界磁電流が供給されている回転子の界磁巻線２１の周囲に回転磁界が与えられ
、回転子２０が回転駆動される。そして、この回転子２０の回転動力が、回転軸２ａ、回
転電機用クラッチ３、回転電機用プーリ２ａ、ベルト６、エンジン側プーリ１ｂ、回転軸
１ａを介してエンジン１に伝達されて、エンジン１が始動する。
【００６５】
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　以上のように、この発明の実施の形態２によれば、エンジン１の回転軸１ａと回転電機
２の回転軸２ａとの間に、回転駆動力を伝達するプーリ１ｂ、２ｂおよび伝動ベルト６で
成る回転伝達機構と、補機９０の回転軸９０ａと回転電機２の回転軸２ｃとの間に、回転
駆動力を伝達するプーリ２ｄ、９０ｂおよび伝動ベルト９５から成る第２の回転伝達機構
を備え、回転電機２と回転伝達機構の間に設けられた回転電機用クラッチ３により、回転
電機２と回転伝達機構との間の回転伝達を連結又は解除するとともに、補機用クラッチ８
０により第２の回転伝達機構における回転伝達を連結又は解除するようにしたので、エン
ジンが回転している場合にも、停止している場合にも、補機９０を駆動することができ、
また、回転電機２を回転駆動することができる。すなわち、エンジン１の回転又は停止、
補機９０の駆動又は非駆動に関わらず、回転電機２に設置したファン２８の回転により回
転電機本体を冷却することができる。
【００６６】
　特に、エンジン１のアイドリングストップ制御における停止時に、回転電機２を回転駆
動することができ、回転電機２に設置したファン２８の回転により回転電機本体を冷却す
ることができる。
【００６７】
　また、インバータユニット４を内部に設置した回転電機２において、エンジン１の停止
時においてもインバータユニット４を冷却することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】この発明の実施の形態１による回転電機およびエンジンを搭載した車両用駆動装
置を示す概略構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１による回転電機に関する回路構成を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態１による回転電機の構造を示す側面断面図である。
【図４】この発明の実施の形態１によるＥＣＵ（電子制御ユニット）の構成を示すブロッ
ク図である。
【図５】この発明の実施の形態１による回転電機の動作を説明するための図である。
【図６】この発明の実施の形態１によるエンジンの自動始動停止制御の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図７】図６の自動始動停止制御におけるエンジン停止条件を示す説明図である。
【図８】図６の自動始動停止制御におけるエンジン始動条件を示す説明図である。
【図９】この発明の実施の形態２による回転電機およびエンジンを搭載した車両用駆動装
置を示す概略構成図である。
【図１０】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【図１１】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【図１２】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【図１３】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【図１４】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【図１５】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【図１６】この発明の実施の形態２による車両用駆動装置の動作を示す概略構成図である
。
【符号の説明】
【００６９】
　１　エンジン、１ａ　エンジンの回転軸、１ｂ，２ｂ，２ｄ，９０ｂ　プーリ、
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２　回転電機、２ａ，２ｃ　回転電機の回転軸、３　回転電機用クラッチ、
４　インバータユニット、５　バッテリ、６，９５　伝動ベルト、７　温度センサ、
１０　ＥＣＵ、２０　回転子、２１　界磁巻線、２２　電機子、２４　電機子巻線、
２８　ファン、８０　補機用クラッチ、９０　補機、９０ａ　補機の回転軸。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図８】



(14) JP 4209364 B2 2009.1.14
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【図１３】

【図１４】

【図１５】
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